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  2020年5月14日にリリースしました「『新しい生活様式』新居酒屋様式モデル店舗の営業開始に関する

お知らせ」の内容に、一部誤った表現がございましたので、訂正させていただきます。 

 

 上記リリース中において、全身に噴霧する装置「じあくぐりん」で使用される次亜塩素酸水について、

「高い殺菌力を持つ厚生労働省が推奨」との説明がございました。しかし、実際には、厚生労働大臣から

食品添加物に指定される過程等において安全性を確保する条件が確認されているという趣旨であり、

「殺菌」、「推奨」という内容は、不適切な表現でした。その他、不正確な表現を改めて見直した上で、訂

正版を掲載させていただきました。十分な事前確認がなされないまま、不適切な内容が掲載されたことに

より、誤解を招き、ご心配、ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。 

 

なお、次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウムと誤認されることがございますが、当社グループが使用

する次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤等の化学薬品は使用しておりません。 

 

当社グループが使用している次亜塩素酸水は、水と食塩から作られた電解水を微酸性に調整した除菌

水で、pH5〜6.5、有効塩素100ppmの微酸性次亜塩素酸水で、水（飲用適）で希釈して使用いたします。 

次亜塩素酸は有機物と素早く反応するので、残留性がほとんどなく、自然にも優しく、人間の皮膚と同じ

微酸性なので、肌にやさしく安心です。 

また、第三者機関にて、ウサギを用いた皮膚一時刺激性試験、マウスに対する急性毒性試験（経口）

等により、ウイルス抑制・細菌除菌・カビ除菌の除菌力と安心を検査済の微酸性次亜塩素酸水です。 

 

 本件により、お客様をはじめとする関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し

上げます。今回の誤記を厳粛に受け止め、事前のチェック体制の強化等、再発防止のための管理体制

の一層の強化に努める所存です。 

 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
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